
第三期大和市子ども・子育て支援事業計画（大和市こども計画）代用計画

　担当者連絡先
竹内

046-260-5606

１．乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

２．満三歳以上限定小規模保育事業

図表　満三歳以上限定小規模保育事業の量の見込みと確保方策
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○ 教育・保育の提供区域については、大和市こども計画１３１ページで定める「２　教育・保育提供区域の設定」を引用します。
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各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る子ども・子育て支援法第１９条第２号に掲
げる小学校就学前子ども（満三歳以上限定小規模保育を利用する者）の必要利用定員総数と、教育・保育の提供体
制の確保の内容及びその実施時期
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○ 地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保や、乳児等通園支援事業者と教育・保育
　 施設との間で情報を共有することができる体制の整備に努めます。
○ 乳児等通園支援事業者との情報共有等により、必要に応じて、幼稚園や保育所等の利用を案内するなど、教育・保育施設の利
　 用への移行を支援します。

（２）乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する
　　　体制の確保の内容

（１）乳児等通園支援事業の量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期

○ 事業の概要、及び量の見込みと確保方策については、令和７年３月に策定した大和市こども計画（第三期大和市子ども・子育て
　 支援事業計画）（以下、大和市こども計画とする。）に記載のとおりとします。
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